
大竹市木造住宅耐震診断補助事業 

 

 

申請の手引き 
 

 

 

 

 

 

大竹市木造住宅耐震診断補助事業は、民間所有の木造住宅の耐震診断の費用の一部を大竹

市が補助する制度です。 

 

 

■対象となる住宅 

（大竹市木造住宅耐震診断補助事業実施要綱第２条第１項） 

 

●大竹市内に存する木造在来軸組構法及び伝統的構法の住宅で、次に掲げる要件のすべ

てに該当するもの 

ア 昭和５６年５月３１日以前に着工された戸建て住宅、又は併用住宅（延べ面積

の２分の１以上を住宅の用に供するものに限る。以下「住宅」という。）であ

ること。 

イ 居住の実態があること。 

ウ 地階を除く階数が２以下であること。 

エ 以前に同一の事業による補助金の交付を受けていない住宅であること。 
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大竹市木造住宅耐震診断費補助事業のフロー 

大竹市役所 
 

申 請 者 
 

 

 

大竹市木造住宅耐震 

診断設計資格者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

補助金受領 

⑮事務処理等  

⑫審査・受理等  

相談受付 

③受付・審査  

耐震診断を相談 

②申請 

相談、見積り作成 

補助金交付申請書 

（様式第８号） 

交付決定通知書 

（様式第９号） 
④交付決定の通知 

耐震診断を契約 

⑤耐震診断を契約 

⑥着手 

①相談・見積り作成申請 

診断を着手 

⑦計画を変更（中止・廃止） 

する場合 

⑧審査・受理等  

耐震診断を依頼 

変更契約等 

⑨計画を変更する場合は，変更契約 

診断が完了 

変更契約書等を依頼 

⑩報告 ⑪報告 

実績報告書 

（様式第１１号） 

金額確定通知書 

（様式第１２号） 
⑬通知 

⑭請求 

補助金交付請求書 

（様式第１３号） 

補助金交付 

⑯補助金交付の通知・受領 

変更（中止・廃止）承認 

申請書（様式第１０号） 

完了報告書 
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１．注意事項（ご確認ください） 

（１） 本制度を利用して耐震診断を行う場合、木造住宅耐震診断設計資格者として大竹市に

資格登録されている建築士から選択していただきます。資格登録されていない事業者

に耐震診断を受けても補助は受けられません。 

（２） 大竹市に資格登録されている木造住宅耐震診断設計資格者名簿は、広報等のほか、大

竹市役所の都市計画課にて閲覧することができます。 

（３） 耐震診断に係る補助金の交付決定通知が行われる前に、耐震診断の実施の契約を締結

してしまうと、補助は受けられません。 

（４） 補助金の支払いは、耐震診断の完了後になります。事業を取り止めた場合などは、補

助金は支払われません。 

（５） 借家住宅にあっては、必ず当該住戸の所有者自らが申請を行ってください。居住人が

代理などで申請することはできません。 

 

 

２．耐震診断に係る補助金額について 

耐震診断に係る補助額は、耐震診断に要する経費の３分の２の額 

（その額に１，０００円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）

以内となります。 

ただし、３万円が上限となります。 

【計算例その１】 

 （耐震診断に要した経費が、４０，０００円であった場合。 

① ３分の２の額となるため、 

４０，０００×２/３ ＝２６，６６６．６６･･･ 

② 1,000 円未満の端数は切り捨てとなり、上限金額の３万円以下であるため 

     ２６，６６６．６６･･･ ＝ ２６，０００円 となります。 

【計算例その２】 

（耐震診断に要した経費が、５０，０００円であった場合。 

① ３分の２の額となり、1,000 円未満の端数は切り捨てとなりますが・・ 

５０，０００×２/３ ＝３３，３３３．３３･･･ 

② 上限金額の３万円以上であるため、補助額は３０，０００円 となります。 
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３．耐震診断に係る補助金交付申請について 

 ●３．１ 申請に必要な書類 （申請部数：正本１通・副本１通） 

（１） 大竹市木造住宅耐震診断費補助金交付申請書（要綱様式第８号）【記入例：Ｐ７】 

（２） 住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書 

（３） 当該住宅に係る登記事項証明書（原本）その他当該住宅の所有者がわかるもの 

（４） 当該住宅に係る建築確認通知書の写しその他当該住宅の建築年月日がわかるもの 

（５） 耐震診断に要する費用の見積書又はその写し 

（６） 納税証明書（市税等の滞納がない旨の証明）（原本） 

（７） その他書類 

① 委任状（申請者以外で木造住宅耐震診断設計資格者が申請する場合）（別紙） 

② 付近の見取り図を提出していただく場合がございます。ご協力ください。 

 

＊借家住宅にあっては、当該住戸の所有者自らが申請を行ってください。仮に入居者

が所有者の同意書をご用意されても、申請はお受けできません。 

 

 

 ●３．２ 申請の方法  

必要書類を作成の上、大竹市役所の都市計画課まで提出してください。 

以下の各申請の受付は全てこちらからとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●３．３ 申請後の流れ 

（１） 申請された内容を審査し、耐震診断の補助金の交付を決定したときは、耐震診断費補

助金交付決定通知書（様式第９号）を交付いたしますので、この通知書を受理してか

ら、耐震診断の実施に係る契約（契約者名と申請者名は必ず同一としてください。）

を締結してください。 

 

（２） 補助金交付決定通知書は補助金の支払いをお約束するものではありません。耐震診断

が行われなかった場合や、その他要綱等に違反した場合などは、補助金は支払われま

せんのでご注意ください。 

【問合せ先】 

 〒７39-0692 

 広島県大竹市小方１丁目１１番１号 

 大竹市 建設部 都市計画課 建築住宅係 

TEL 0827-59-2168／FAX 0827-57-7149 

  受付時間：平日８時３０分～１７時１５分 
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４．計画に変更があった場合について 

 耐震診断に係る内容に変更が生じた場合は、必ず変更承認申請を行ってください。 

 

 ●４．１ 申請に必要な書類 （申請部数：正本１通・副本１通） 

（１） 大竹市木造住宅耐震診断費補助事業変更（中止・廃止）承認申請書 

   （様式第１０号）【記入例：Ｐ８】 

（２） 変更する内容が確認できる書類 

 

 ●４．２ 申請の方法  

必要書類を作成の上、大竹市役所の都市計画課まで提出してください。 

 

 

5．計画の取り止めについて 

 事情により、計画を取り止める場合は、必ず届け出を行ってください。 

 

 ●５．１ 届け出に必要な書類 （申請部数：正本のみ１通） 

・大竹市木造住宅耐震診断費補助事業変更（中止・廃止）承認申請書 

   （様式第１０号）【記入例：Ｐ８】 

 

 ●５．２ 届け出の方法  

必要書類を作成の上、大竹市役所の都市計画課まで提出してください。 

 

 

６．耐震診断実績報告について 

 

 ●６．１ 報告に必要な書類 （申請部数：正本１通・副本１通） 

（１） 大竹市木造住宅耐震診断費補助事業実績報告書（様式第１１号）【記入例：Ｐ９】 

（２） 耐震診断結果報告書の写し 

 

●大竹市木造住宅耐震診断設計資格者が作成した耐震診断結果報告書の写しを一式添付

してください。 

●耐震診断結果報告書には以下の資料も必ず添付してください。 

 ・建物配置図（図面縮尺１／１００～２００程度、敷地の高低差を明示する） 

 ・各階平面図（図面縮尺１／１００、筋交い等の耐力壁の位置を明示する） 

・写真（建物の全景（建物とは別に道路・外構等が分かるもの）、小屋裏、床下、及び

劣化の度合い等状況が分かる箇所を各数枚） 

●耐震診断結果報告書の診断表については、財団法人日本建築防災協会発行の「木造住

宅の耐震診断と補強方法 木造住宅の耐震精密診断と補強方法（改訂版）」としてくださ

い。 
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（３） 耐震診断の実施に関する契約書の写し 

計画の変更に伴い変更契約をした場合は、変更契約書の写しを添付してください。 

（４） 耐震診断に要する費用の請求書の写し又は領収書の写し 

 

 ●６．２ 報告の方法  

必要書類を作成の上、大竹市役所の都市計画課まで提出してください。 

 

●６．３ 報告後の流れ 

報告された内容を審査して、大竹市の定めた要綱等に適合すると認め、交付すべき補助

金の額を確定したときは、大竹市木造住宅耐震診断費補助金額確定通知書（様式第１２号）

を交付いたします。 

 

 

７．補助金の請求について 

 

 ●７．１ 請求に必要な書類 （申請部数：正本のみ１通） 

・大竹市木造住宅耐震診断費補助金交付請求書（様式第１３号）【記入例：Ｐ１０】 

 

 ●７．２ 請求の方法  

必要書類を作成の上、大竹市役所の都市計画課まで提出してください。 

 

 ●７．３ 請求後の流れ  

所要の事務処理後に、補助金が指定口座に振り込まれます。 
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様式第８号（第６条関係） 

大竹市木造住宅耐震診断費補助金交付申請書 

 ☆年 ☆月 ☆日 

大  竹  市  長  様 

フリガナ 

申請者 氏  名                

住  所       

                          電話番号              

 

 年度において、木造住宅耐震診断費補助金の交付を受けたいので、大竹市木造住宅耐震診断補

助事業実施要綱（平成２３年３月１日制定）第６条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

●住宅概要 

住宅概要 

建物所在地※ 大竹市☆☆☆☆  

用    途 

■ 一戸建て住宅   

□ 併用住宅（□店舗 □事務所 □その他） 

※述べ面積１／２以上を居住の用に供するものに限ります。 

規    模 

（床 面 積） 

階 住宅部分 住宅以外の部分 合 計 

２階 ☆☆.☆☆㎡ ㎡ ☆☆.☆☆㎡ 

１階 ☆☆.☆☆㎡ ☆☆.☆☆㎡ ☆☆☆.☆☆㎡ 

 延べ面積   ☆☆☆.☆☆ ㎡ 

構 造・工 法 

木造 ☆階 建て ・ 在来軸組構法 

※ツーバイフォー構法、丸太組構法、プレハブ構法等は対象外

です。 

建 築 時 期 
   ☆☆年 ☆☆月 ☆☆日 

※昭和５６年５月３１日以前に着工されたものが対象です。 

耐震診断を行う木造住宅 

耐震診断設計資格者名 

登録番号   第   ☆☆☆☆ 号 

氏  名  ☆☆☆☆ 

木造住宅の耐震診断に 

要する費用の見積額 
   金     ☆☆，☆☆☆ 円  

備考 

１ 建物所在地の欄には、建物がある土地の地名地番を記入すること。 

２ 次に掲げる書類を添付すること。 

 ⑴ 住民票の写し 

 ⑵ 当該住宅に係る登記事項証明書その他当該住宅の所有者が確認できる書類 

 ⑶ 当該住宅に係る建築確認通知書の写しその他当該住宅の建築年月日が確認できる書類 

 ⑷ 耐震診断に要する費用の見積書又はその写し 

 ⑸ 補助申請者に係る市税等の滞納がないことが確認できる書類 

 ⑹ 補助申請者が当該住宅の所有者でない場合にあっては、当該所有者の同意書 

   ⑺ その他市長が必要と認める書類

依頼しようとする木造住宅

耐震診断設計資格者につ

いて、資格者登録名簿に

記載済みの内容を記入し

てください 

該当箇所にチェックしてく

ださい 

見積書から転記してくださ

い 
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様式第１０号（第９条関係） 

                           

大竹市木造住宅耐震診断費補助事業変更（中止・廃止）承認申請書 

           

 ☆年 ☆月 ☆日 

大  竹  市  長  様 

フリガナ 

申請者 氏  名                  

住  所                                                                              

電話番号 

  

   年  月  日付け   第   号で交付の決定を受けた大竹市木造住宅耐震診断費

補助金について、次のとおり変更（中止・廃止）したいので、大竹市木造住宅耐震診断補助事業

実施要綱（平成２３年３月１日制定）第９条の規定により申請します。 

補助対象建築物所在地 大竹市 ☆☆☆☆  

変更の内容 

変更の理由 

又は 

中止・廃止の理由 

具 体 的 に 記 入。 

変更・中止・廃止 

予定年月日 
年   月   日 

添 付 書 類 

大竹市木造住宅耐震診断費補助金交付決定通知書の写し 

備考 補助対象建築物所在地には、建物がある土地の地名地番を記入すること。 

 

大竹市木造住宅耐震診断費

補助金交付決定通知書（様式

第９号）に記載されている年月

日と番号を記入。 
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様式第１１号（第１０条関係） 

 

大竹市木造住宅耐震診断費補助事業実績報告書 

           

 ☆年 ☆月 ☆日 

大  竹  市  長  様 

フリガナ 

申請者 氏  名                  

住  所                                                                             

電話番号 

  

  年  月  日付け   第    号により補助金交付の決定があった木造住宅の耐震

診断の実績について、大竹市木造住宅耐震診断補助事業実施要綱（平成２３年３月１日制定）

第１０条の規定により、次のとおり報告します。 

 

木造住宅 

耐震診断 

着手年月日 年   月   日 

完了年月日 年   月   日 

補助金の交付決定額    金   ☆☆，☆☆☆ 円  

耐 震 診 断 結 果 

・総合評価における上部構造評点（最小値）、その他 

☆．☆☆ （☆階、☆方向） 

耐震診断を行った木造住宅 

耐震診断設計資格者名 

登録番号   第  ☆☆☆ 号 

氏  名   ☆☆☆☆ 

補 助 対 象 経 費※    金   ☆☆，☆☆☆ 円  

途中計画の変更の有無 □ あり（  回）  ■ なし 

添 付 書 類 

① 耐震診断結果報告書の写し 

② 耐震診断の実施に関する契約書の写し 

③ 耐震診断に要する費用の請求書の写し又は領収書の写し 

④ その他、市長が必要と認める書類 

 備 考 

※補助対象経費の欄には、木造住宅耐震診断設計資格者に支払った金額（領収書の額）を記入す

ること。 

上部構造評価の最小

値を記入してください。 

その際、該当の階数、

Ｘ・Ｙ方向の別も記入し

てください。 

大竹市木造住宅耐震診断費

補助金交付決定通知書（様式

第９号）に記載されている年月

日と番号を記入。 
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様式第１３号（第１２条関係） 

 

大竹市木造住宅耐震診断費補助金交付請求書 

           

 ☆年 ☆月 ☆日 

大  竹  市  長  様 

フリガナ 

申請者 氏  名                ㊞ 

住  所      押印してください                                                                       

電話番号 

  

 

    年  月  日付け  第   号の大竹市木造住宅耐震診断費補助金額確定通知書

により通知のあった木造住宅耐震診断費補助金について、次のとおり請求します。 

 

補助金の確定額   金  ☆☆，☆☆☆ 円  

交 付 請 求 額   金  ☆☆，☆☆☆ 円  

口 座 振 込 み 先 

     

    ☆☆☆☆ 銀行   ☆☆☆☆ 店 

        １．普通  ２．当座  

 

 口座番号      ☆☆☆☆☆☆      

 （フリガナ） 

 口座名義      ☆☆ ☆☆        

 備 考 

 

 

 

 

大竹市木造住宅耐震診

断費補助金額確定通知

書（様式第１２号）に記載

されている年月日と番号

を記入。 

口座名義人は、申請者と

同一でないと補助金を受

け取ることができません。 


